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報告第２５号

専決処分事項の報告について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、

次のとおり専決処分したから、同条第２項の規定により報告する。

令和２年１１月２４日

廿日市市長 松 本 太 郎

１ 専決処分の内容 広島県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の

数の減少及び組合規約の変更について

広島県市町総合事務組合規約の一部を改正する規約

広島県市町総合事務組合規約（昭和３５年指令地第８０３号）の一部

を次のように改正する。

別表第１世羅三原斎場組合の項を削る。

別表第２中「、世羅三原斎場組合」を削る。

附 則

この規約は、令和３年４月１日から施行する。

２ 専決処分年月日 令和２年１０月１９日

－ 1 －



（参考事項）

広島県市町総合事務組合から、組合を組織する地方公共団体の数の減少

及びこれに伴う組合規約の変更をすることについて協議があったので、専

決処分したものである。

－ 2 －



報告第２６号

専決処分事項の報告について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、

次のとおり専決処分したから、同条第２項の規定により報告する。

令和２年１１月２４日

廿日市市長 松 本 太 郎

１ 専決処分の内容 損害賠償の額を定めることについて

損害賠償額 １８４,４２６円

債 権 者

　　　　　　　 （１３５，３６６円）

広島市佐伯区湯来町大字伏谷２１番地１９８

有限会社 オフィスタカキ（４９，０６０円）

代表取締役 山 本 明 子

２ 専決処分年月日 令和２年１１月２日

－ 3 －



（参考事項）

令和２年９月２５日市職員の行為によって発生した車両等損傷事故に伴

う損害賠償の額を定めるため、専決処分したものである。

－ 4 －



報告第２７号

専決処分事項の報告について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、

次のとおり専決処分したから、同条第２項の規定により報告する。

令和２年１１月２４日

廿日市市長 松 本 太 郎

１ 専決処分の内容 損害賠償の額を定めることについて

損害賠償額 ４０，６８９円

 

 

２ 専決処分年月日 令和２年１０月２２日

－ 5 －



（参考事項）

令和２年９月２０日市職員の行為によって発生した車両損傷事故に伴う

損害賠償の額を定めるため、専決処分したものである。

－ 6 －



議案第８７号

職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例案を次のように提出す

る。

令和２年１１月２４日

廿日市市長 松 本 太 郎

－ 7 －



職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例

（職員の給与に関する条例の一部改正）

第１条 職員の給与に関する条例（昭和３１年条例第１５号）の一部を次

のように改正する。

第２３条第２項及び第５項中「１００分の１３０」を「１００分の１

２５」に改める。

第２条 職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

第２３条第２項及び第５項中「１００分の１２５」を「１００分の１

２７．５」に改める。

（一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正）

第３条 一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成２５年条例第３

号）の一部を次のように改正する。

第８条第２項中「１００分の１３０」を「１００分の１２５」に、

「１００分の１７０」を「１００分の１６５」に改める。

第４条 一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を次のように改

正する。

第８条第２項中「１００分の１２５」を「１００分の１２７．５」に、

「１００分の１６５」を「１００分の１６７．５」に改める。

（職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正）

第５条 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（平成１８年条例

第２３号）の一部を次のように改正する。

附則第７項中「除く。）には」の次に「、令和３年３月３１日までの

間」を加える。

（職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員の採用等に関する条

例の一部を改正する条例の一部改正）

第６条 職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員の採用等に関す

る条例の一部を改正する条例（平成２７年条例第７号）の一部を次のよ

うに改正する。

－ 8 －



附則第３項中「除く。）には」の次に「、令和３年３月３１日までの

間」を加える。

附 則

この条例は、令和２年１２月１日から施行する。ただし、第２条及び第

４条の規定は、令和３年４月１日から施行する。

－ 9 －



（提案理由）

民間給与との較差の解消を図るための人事院の給与改定の勧告などを考

慮し、職員の期末手当の支給割合を改定するなどの改正を行うため、この

条例案を提出するものである。

－ 10 －



議案第８８号

特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正す

る条例案を次のように提出する。

令和２年１１月２４日

廿日市市長 松 本 太 郎

－ 11 －



特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例

第１条 特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例（昭和６

３年条例第１０号）の一部を次のように改正する。

第３条第４項中「１００分の１３０」を「１００分の１２５」に、

「１００分の２２５」を「１００分の２２０」に改める。

第２条 特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の一部を

次のように改正する。

第３条第４項中「１００分の１２５」を「１００分の１２７．５」に、

「１００分の２２０」を「１００分の２２２．５」に改める。

附 則

この条例は、令和２年１２月１日から施行する。ただし、第２条の規定

は、令和３年４月１日から施行する。

－ 12 －



（提案理由）

廿日市市特別職報酬等審議会の答申に基づき、一般職の職員の期末手当

の支給割合の改定に準じて、市議会議員、市長、副市長及び教育長の期末

手当の支給割合を改定するため、この条例案を提出するものである。

－ 13 －





－ 15 －



－ 16 －



－ 17 －


